
小坂町私道整備費補助金要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内の私道の整備を促進し、もって生活環境の向上を図るため、そ

の整備に必要な経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「私道」とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）の適用を

うける道路以外の道路で、一般交通の用に供されており、私人等が所有又は管理す

る道路をいう。 

２ この要綱において「整備」とは、私道の舗装（オーバーレイを含むものとし、部

分的な補修を除く。）をし、私道の維持管理に必要な側溝、土留め（これらに付随す

る構造物を含む。）を施工することをいう。 

 

（助成の対象となる工事） 

第３条 対象となる工事の種類は、下記の条件を満たすものとする。 

（１） 舗装新設工事（私道の建設工事完了後５年以上経過していること） 

（２） 舗装補修工事（私道の舗装工事完了後５年以上経過していること） 

（３） 私道の整備について、敷地の所有権その他の権利を有するものの同意を受けている

もの。 

２ 町長は、特に必要と認めるときは、前項各号に該当しない私道の整備についても補助

金交付の対象とすることができる。 

 

（助成の対象基準） 

第４条 対象基準は、下記の条件を満たすものとする。 

（１）現在、一般の方々が当該私道を利用しており助成工事完了後も引き続き利用できる

こと。 

（２）私道の幅員が１．８メートル以上であること。 

（３）私道の両端が原則として公道に接続していること。または、公道に接続した行き止

まり道路で３世帯以上が利用していること。 

（４）私道の所有者及び私道に接する家屋の居住者等の関係者総意による工事施工の要望

がなされていること。 

 

（助成率） 

第５条 工事の種類により、下記のように定める。 



１．舗装新設工事 

（１）通り抜けの場合   標準工事費の１０分の７以内 

（２）行き止まりの場合  標準工事費の１０分の６以内 

２．舗装補修工事 

   標準工事費の１０分の５以内 

 

（補助金交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとするものは、代表者を定めて毎年４月１日から１２月 

末日までに、私道整備費補助金交付申請書（様式第１号）に整備計画書（様式第１-

２号）私道整備に関する同意書（様式第１-３号）、代表者選任届（同意書）（様式第

１－４号）を添えて町長に提出しなければならない。 

 

（補助金交付決定） 

第７条 町長は、前条の申請書を審査の上、補助金を交付するものと決定したときは、そ

の旨を私道整備費補助金決定通知書（様式第２号）により通知する。 

２  町長は、前項の規定による補助金の交付を決定するにあたり、整備を適切に行わせ

るために必要な条件を付すことができる。 

３  補助金の額は年度予算額の範囲内とし、補助金の上限は１００万円とする。 

４  補助金額については、千円未満を切り捨てとする。 

 

（整備の着手届） 

第８条 補助金交付の決定を受けた者が、整備に着手するときは速やかに「整備着手届」（様

式第３号）を町長に提出しなければならない。 

 

（整備計画の変更） 

第９条 補助金交付の決定を受けた者が整備計画を変更しようとするときは、整備計画変

更承認申請書（様式第４号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

  ２ 町長は、前項の申請書を審査のうえ、承認すること決定したときは、その旨を私

道整備計画変更承認通知書（様式第５号）により通知する。 

 

（整備の完了届） 

第１０条 補助金交付の決定を受けた者が整備を完了したときは、速やかに「整備完了届」

（様式第６号）を町長に提出し、その検査を受けなければならない。 

 

（補助金収支精算書） 

第１１条 検査終了後、速やかに私道整備費補助金収支精算書（様式第７号）を提出しな



ければならない。 

 

（補助金交付の時期） 

第１２条 補助金は、前条の収支精算書の審査後交付する。 

 

（補助金交付決定の取消） 

第１３条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助

金交付決定額の全部又は一部を取り消し、もしくは停止し、又は交付した補助金

の全額もしくは一部を返還させることができ、その旨を通知（様式第８号）する

ものとする。 

（１） 正当の理由なく整備を著しく遅延したとき 

（２） 整備を停止し、又は中止したとき 

（３） 偽り、その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき 

（４） 第７条２項の規定による条件に違反し、もしくは従わなかったとき 

（５） この要綱の規定に違反したとき 

 

（報告） 

第１４条 町長は、補助金交付の決定を受けたものに対して、必要があると認めるときは

整備の状況について報告を求めることができる。 

 

（補助の制限） 

第１５条 すでに補助を受けて整備された私道については、同一工事にかかる補助を行わ

ない。 

   ２ 補助は一の路線について同一年度内に一回とする。 

 

（維持管理） 

第１６条 補助金の交付を受け、事業が終了した後においても常に良好な状態を保つもの

とし、その維持管理は関係者が独自に行わなければならない。 

 

附則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


